
 

平成 21年 3月 12日 

 

ＳＴマーク使用許諾契約者各位 

 

社団法人 日本玩具協会 

 

 

●着色料等の検査料金改定について 

 

平成 21年 4月１日より、ＳＴ検査の検査手数料が以下のとおり改定されますので、 

ご連絡致します。 

 

●（財）化学技術戦略推進機構 高分子試験評価センター 

       ・着色料の溶出試験手数料  1,500円（現行 1,000円） 

       ・塗膜試験の削り手数料   1,500円（現行 1,000円） 

 

●（財）日本文化用品安全試験所 

       ・着色料の溶出試験手数料  1,500円（現行 1,500円（繊維） 

                             1,000円(その他の材質)） 

       ・塗膜試験の削り手数料   1,000円（現行 無料） 

 

  （注） 塗膜試験の削り手数料は、最小検体量（10㎎）に満たない場合の手数料です。 

塗膜の試験を実施する場合には、徴収されません。 

            

 

（本件の問合せ先） 

  社団法人 日本玩具協会 山口、中田、小林 （電話 03-3829-2513） 

 

 

 

 

 

 


